（朝倉市企業立地促進条例より。令和８年１月～。）
朝倉市の企業立地奨励措置の概要

目的　本措置は、朝倉市内における事業所の新設及び増設を奨励することにより、本市の産業を振興し、もって雇用の増大を促進することを目的としています。

適用事業者　１億円以上（農工団地は３０００万円超）の業務用施設を新設又は増設し、次に該当しなければなりません。
1 右の図の１０人以上又は５人以上であること。
（中小企業者を除く。）
2 用地を取得後２年（農工団地(※１)は１年）以内
に施設等の設置に着手すること。
3 市税を滞納していないこと。　　
 (
●
適用を受けようとする事業者は、市長の認定を受けなければなりません。
)


(※１)農工団地・・・平塚工業団地、烏集院工業団地、林田工業団地　等が該当します。

便宜供与　市長は、認定を受けた事業者（認定事業者）に対し次の便宜を供与することができます。
①市有普通財産の優先的譲渡　②工業等用地の斡旋　③その他必要と認めるもの

奨励措置　市長は、認定事業者に対し次の①、②いずれかの奨励措置を講ずることができます。
①固定資産税の課税免除　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②資金の貸付（無利子。要件、限度額があります。）











●２年間の追加課税免除は、増加分の「市内居住常用労働者／常用労働者」の割合が、新設３０％以上、増設２０％以上。
●増設の場合の課税免除は、増設に係る固定資産税に限ります。
 (
さらに、従業員住宅を市内に新設した場合、３カ年間、建物に対する固定資産税を免除します。
)

●奨励措置を受けている認定事業者が、合併、譲渡その他の事由により他の者に引き継ぐときは、市長に届け出なければなりません。

認定の取り消し等　市長は、工業等を廃止、休止、事業縮小等があった場合は、認定を取り消し、又は奨励措置を停止することがあります。条例違反、他の用途への利用、虚偽・不正行為などがあった場合は、既に免除した固定資産税の賦課徴収をし、または貸付資金の繰上げ償還をさせることがあります。
●市長は、必要に応じて、認定事業者に報告を求め、又は職員に施設に立ち入りさせることがあります。

申請・問合せ先　必ず、事前にご相談ください。申請、届出用紙の様式などは、規則で定められています。　下記までお問い合わせください。
〒８３８－８６０１　福岡県朝倉市甘木２３２番地１　朝倉市役所　２階
　朝倉市農林商工部　商工観光課　商工労働係　ＴＥＬ０９４６（２８）７８６２　　ＦＡＸ０９４６（２８）７１４１
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※常用労働者・・・期間を定めずに雇用される者で、雇用保険法に　規定する一般被保険者

増加する常用労働者のうち、市内に居住する者の数
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●資金は地域総合整備資金（ふるさと融資）

●課税免除は、要件クリアを確認後に適用

資金の貸付の場合の固定資産税
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●農工団地の場合、100%課税免除期間は４年間

●課税免除は、要件クリアを確認後に適用

固定資産税の課税免除

（％）

常用労働者数のうち、

一定の市内居住者割

合要件をクリアする場
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